
JP 6471931 B2 2019.2.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具または照明用光源に対応した構造の照明用電力供給部から電力の供給を受ける
ために、前記照明用電力供給部に取り付けられる受電部と、
　前記受電部を通じて供給される電力を用いて照明用の光を出射する発光部と、
　前記受電部を通じて供給される電力を他の機器に供給するための電力供給部と、
　筐体とを備え、
　前記発光部は、前記筐体の側面の一部分に全周にわたって設けられ、
　前記発光部による光の出射と、前記電力供給部を介した前記他の機器への電力供給とが
並行して行われる
　照明装置。
【請求項２】
　前記受電部は、天井に設けられた前記照明用電力供給部に取り付けられ、
　前記発光部は、少なくとも前記照明装置の側方に光を出射する
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記発光部は、前記照明装置の側方にのみ光を発する
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記受電部は、前記天井に設けられた引掛シーリングボディが有する前記照明用電力供
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給部に取り付けられる
　請求項２または３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記電力供給部は、前記照明器具または前記照明用光源が取り付け可能な構造を有する
　請求項１～４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　さらに、円柱状の筐体を備え、
　前記受電部は、前記筐体の上面側に設けられ、
　前記発光部は、前記筐体の側面に設けられ、
　前記電力供給部は、前記筐体の下面側に設けられる
　請求項１～５のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　さらに、前記受電部を通じて供給される交流電力を直流電力に変換して出力する電力変
換部を備え、
　前記電力供給部に取り付けられた前記他の機器には、前記直流電力が供給される
　請求項１～６のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項８】
　照明装置であって、
　照明器具または照明用光源に対応した構造の照明用電力供給部から電力の供給を受ける
ために、前記照明用電力供給部に取り付けられる受電部と、
　前記受電部を通じて供給される電力を用いて照明用の光を前記照明装置の側方にのみ出
射する発光部と、
　筐体とを備え、
　前記発光部は、前記筐体の側面の一部分に全周にわたって設けられ、
　前記発光部による光の出射と、前記電力供給部を介した前記他の機器への電力供給とが
並行して行われる
　照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等
の発光素子を用いた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、天井に配設された引掛シーリングボディに取り付けられる照明器具、及び、引掛
シーリングボディに照明器具を取り付けるための照明器具用アダプタが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５０５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記引掛シーリングボディなどの照明用のコンセントは、照明器具専用の構造である。
このため、照明用のコンセントから供給される電力の一部を照明器具以外の機器に供給す
るなど、電力を柔軟に利用できないことが課題である。
【０００５】
　そこで、本発明は、照明用のコンセント等（照明用電力供給部）から供給される電力を
柔軟に利用することができる照明装置を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る照明装置は、照明器具または照明用光源に対応した構造の照明用
電力供給部から電力の供給を受けるために、前記照明用電力供給部に取り付けられる受電
部と、前記受電部を通じて供給される電力を用いて照明用の光を出射する発光部と、前記
受電部を通じて供給される電力を他の機器に供給するための電力供給部とを備える。
【０００７】
　本発明の一態様に係る照明装置は、照明装置であって、照明器具または照明用光源に対
応した構造の照明用電力供給部から電力の供給を受けるために、前記照明用電力供給部に
取り付けられる受電部と、前記受電部を通じて供給される電力を用いて照明用の光を前記
照明装置の側方にのみ出射する発光部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様に係る照明装置によれば、照明用電力供給部から供給される電力を柔軟
に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、実施の形態１に係る照明装置の上面側から見た外観斜視図である
【図１Ｂ】図１Ｂは、実施の形態１に係る照明装置の下面側から見た外観斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る照明装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係る照明装置の取り付け例を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、照明装置の間接光照明機能を説明するための第１の側面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、照明装置の間接光照明機能を説明するための第２の側面図である。
【図５】図５は、電力供給部にペンダント型の照明器具が取り付けられる例を示す図であ
る。
【図６】図６は、汎用のコンセントが設けられた照明装置の下面側から見た外観斜視図で
ある。
【図７】図７は、直方体状の照明装置の下面側から見た外観斜視図である。
【図８Ａ】図８Ａは、照明器具よりも大きい照明装置の上面側から見た外観斜視図である
。
【図８Ｂ】図８Ｂは、照明器具よりも大きい照明装置の下面側から見た外観斜視図である
。
【図９】図９は、直流電力が出力される電力供給部を備える照明装置の下面側から見た外
観斜視図である。
【図１０】図１０は、直流電力が出力される電力供給部を備える照明装置の機能構成を示
すブロック図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る照明装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態に係る照明装置について、図面を参照しながら説明する。なお、以下
に説明する実施の形態は、本発明の一具体例を示すものである。したがって、以下の実施
の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態など
は、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構
成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素につい
ては、任意の構成要素として説明される。
【００１１】
　なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図にお
いて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略また
は簡略化される場合がある。
【００１２】
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　（実施の形態１）
　［構成］
　まず、実施の形態１に係る照明装置の概要について説明する。図１Ａは、実施の形態１
に係る照明装置の上面側から見た外観斜視図である。図１Ｂは、実施の形態１に係る照明
装置の下面側から見た外観斜視図である。図２は、実施の形態１に係る照明装置の機能構
成を示すブロック図である。図３は、実施の形態１に係る照明装置の取り付け例を示す図
である。なお、以下の実施の形態１においては各構成要素の天井側（図３のＺ軸＋側）の
面は上面、床面側（図３のＺ軸－側）の面は下面と規定される。
【００１３】
　図１Ａ～図３に示されるように、実施の形態１に係る照明装置２０は、筐体２１と、受
電部２２と、電力変換部２４と、発光部２５と、制御部２６と、電力供給部２７と、取得
部２８とを備える。また、図２及び図３では、リモートコントローラ２９、商用電源４０
、引掛シーリングボディ２００、及び照明器具３００なども図示されている。
【００１４】
　まず、照明装置２０の各構成要素について説明する。
【００１５】
　筐体２１は、中空の円柱状（扁平円柱状）の筐体である。筐体２１の上面側には、受電
部２２が設けられ、筐体２１の側面には発光部２５が設けられ、筐体２１の下面側には、
電力供給部２７が設けられる。筐体２１は、例えば、樹脂製の部材であり、照明装置２０
の各構成要素を収容している。
【００１６】
　受電部２２は、引掛シーリングボディ２００に設けられた照明用コンセント２１０から
交流電力の供給を受けるために、照明用コンセント２１０に取り付けられるＬ字型の金属
端子である。受電部２２は、筐体２１の上面側に２つ設けられ、各受電部２２は、筐体２
１の上面に設けられた開口から突出している。
【００１７】
　受電部２２が照明用コンセント２１０に挿入されることにより、照明装置２０は、引掛
シーリングボディ２００と機械的に接続され、商用電源４０と電気的に接続される。なお
、引掛シーリングボディ２００（照明用コンセント２１０）は、照明器具３００に対応し
た構造の照明用電力供給部の一例であり、通常は、照明器具３００が取り付けられる。
【００１８】
　なお、受電部２２に供給された交流電力は、一部が電力変換部２４によって直流電力に
変換され、残りは、電力供給部２７に出力される。
【００１９】
　電力変換部２４は、受電部２２を通じて供給される交流電力を直流電力に変換し、発光
部２５、制御部２６、及び取得部２８に出力する。電力変換部２４は、具体的には、イン
バータ回路（インバータ回路ＩＣ）などである。なお、電力変換部２４は、発光部２５、
制御部２６、及び取得部２８の各構成要素に異なる電圧値の直流電力を出力してもよい。
また、電力変換部２４は、上記各構成要素に異なる電圧値の直流電力を出力するために、
複数のインバータ回路で構成されてもよいし、インバータ回路とＤＣ－ＤＣコンバータと
の組合せによって構成されてもよい。
【００２０】
　発光部２５は、受電部２２を通じて供給される電力を用いて照明用の光を出射する。こ
こで、「受電部２２を通じて供給される電力」は、より詳細には、電力変換部２４による
変換後の受電部２２を通じて供給される電力であり、すなわち、直流電力である。
【００２１】
　発光部２５は、より具体的には、筐体２１の側面の上下方向における中央部分に全周に
わたって設けられた透光性を有する樹脂材料と、当該樹脂材料に向けて光を発する発光素
子（図示せず）とを備える。なお、上記樹脂材料は、光拡散性を有し、乳白色であるが、
透明であってもよい。
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【００２２】
　発光部２５は、間接照明用の光を少なくとも側方に出射し、実施の形態１では、側方の
全方向（３６０度）に光を発する。しかしながら、発光部２５は、側方の少なくとも一部
の方向に光を発すればよい。このような構成は、例えば、外側に発光面を向けた発光素子
を、筐体２１の内側面にそって複数配置することにより実現される。なお、発光素子は、
基板またはフレキシブル回路基板に実装された状態で筐体２１内に配置される。
【００２３】
　発光部２５を構成する発光素子は、例えば、表面実装型（ＳＭＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍ
ｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）のＬＥＤ素子である。表面実装型のＬＥＤ素子とは、樹脂成型
されたキャビティの中にＬＥＤチップを実装して当該キャビティ内に蛍光体含有樹脂を封
入したパッケージ型のＬＥＤ素子である。なお、発光部２５には、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏ
ｎ　Ｂｏａｒｄ）型の発光モジュールが用いられてもよい。
【００２４】
　発光部２５は、典型的には白色の光を出射する。白色光は、青色ＬＥＤチップと黄色蛍
光体含有樹脂との組合せによって実現される。なお、間接光を想定して、発光部２５は、
昼光色～電球色（色温度７１００Ｋ～２６００Ｋ）の光を出射してもよい。この場合、上
記蛍光体含有樹脂に赤色蛍光体が追加されるなどの手法が採られる。
【００２５】
　電力供給部２７は、照明装置２０とは異なる機器（他の機器）が取り付けられる、受電
部２２を通じて供給される電力を他の機器に供給するための取り付け構造である。なお、
電力供給部２７には、挿入孔２７ｘ及びガイド孔２７ｙと、筐体２１内部に設けられた金
属端子（図示せず）とが含まれる。
【００２６】
　実施の形態１では、電力供給部２７には、上記機器の一例として、照明器具３００（照
明器具用アダプタ１００）が取り付けられる。つまり、電力供給部２７は、照明器具３０
０が取り付け可能な構造である。
【００２７】
　リモートコントローラ２９は、照明装置２０のユーザインターフェースであり、ユーザ
の指示に基づき取得部２８に制御信号を送信する。制御信号の送信には、無線通信（例え
ば、赤外線通信など）が用いられる。制御信号は、言い換えれば、ユーザからの点灯、消
灯、または調光などの各種指示を表す信号である。
【００２８】
　取得部２８は、リモートコントローラ２９から制御信号を取得する。取得部２８は、具
体的には赤外線の受光素子などで構成されるが、その他の無線モジュールが用いられても
よい。
【００２９】
　制御部２６は、取得部２８が制御信号を取得した場合に、取得した制御信号に応じて発
光部２５の制御を行う。制御部２６は、具体的には、例えば、発光部の点灯、消灯、また
は調光を制御する。なお、発光部２５の調光の制御は、例えば、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）調光方式によって行われる。
【００３０】
　制御部２６は、具体的には、マイクロコンピュータ、プロセッサ、または専用回路など
によって実現される。また、制御部２６は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実
行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプ
ログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
【００３１】
　次に、引掛シーリングボディ２００、及び照明器具３００について説明する。
【００３２】
　引掛シーリングボディ２００は、商用電源４０を照明器具３００に供給するための建物
の天井に設けられた部材であり、照明用コンセント２１０を有する。引掛シーリングボデ
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ィ２００は、実施の形態１では、丸型フル引掛シーリングである。なお、引掛シーリング
ボディ２００として、フル引掛ローゼット、丸型引掛シーリング、角型引掛シーリング、
引掛埋込ローゼット、及び引掛露出ローゼットなどが用いられてもよい。
【００３３】
　照明器具３００は、照明器具用アダプタ１００と、器具本体３１０と、光源ユニット３
２０ａ及び３２０ｂと、コネクタ３３０と、蓋３４０と、グローブ３５０と、取り付け孔
３６０を備える。
【００３４】
　照明器具用アダプタ１００は、照明器具３００を引掛シーリングボディ２００に取り付
けるためのアダプタである。照明器具用アダプタ１００は、端子１１０と、係止部材１３
０と、コネクタ挿入口１５０とを備える。
【００３５】
　端子１１０は、本来、照明用コンセント２１０に挿入される金属製の端子であるが、実
施の形態１では、端子１１０は、照明装置２０の電力供給部２７に挿入される。
【００３６】
　係止部材１３０は、照明器具用アダプタ１００に照明器具３００（器具本体３１０）を
係止させるための樹脂製の部材であって、弾性部材によって内側から外側に向けて付勢さ
れている。
【００３７】
　コネクタ挿入口１５０は、照明器具３００のコネクタ３３０が挿入される樹脂製の部材
である。
【００３８】
　器具本体３１０には、光源ユニット３２０ａ及び３２０ｂと、光源ユニット３２０ａ及
び３２０ｂに電気的に接続されたコネクタ３３０とが設けられている。また、器具本体３
１０の中央部分には、円形の取り付け孔３６０が設けられている。
【００３９】
　光源ユニット３２０ａ及び３２０ｂは、それぞれが内部に複数のＬＥＤを有する、下方
を照明するための光源である。
【００４０】
　コネクタ３３０は、照明器具用アダプタ１００のコネクタ挿入口１５０に接続されるコ
ネクタである。コネクタ３３０がコネクタ挿入口１５０に接続されることにより、照明器
具用アダプタ１００と、器具本体３１０とは電気的に接続される。
【００４１】
　蓋３４０は、器具本体３１０の照明器具用アダプタ１００への取り付け後、取り付け孔
３６０を塞ぐための蓋である。
【００４２】
　グローブ３５０は、透光性を有する光学部材であり、グローブ３５０の平面視形状は、
角丸矩形状である。グローブ３５０は、器具本体３１０の下面を覆うように器具本体３１
０に取り付けられる。
【００４３】
　［照明装置の取り付け方法］
　以上説明したような、照明装置２０の取り付け方法について説明する。
【００４４】
　まず、照明装置２０の受電部２２は、引掛シーリングボディ２００の照明用コンセント
２１０に挿入され、照明装置２０は、受電部２２が照明用コンセント２１０に挿入された
状態で、引掛シーリングボディ２００に対して下方から見て時計回りに回動される。
【００４５】
　これにより、照明装置２０は、引掛シーリングボディ２００に取り付けられる。つまり
、照明装置２０は、引掛シーリングボディ２００と機械的に接続され、商用電源４０と電
気的に接続される。
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【００４６】
　次に、照明器具用アダプタ１００の端子１１０は、照明装置２０の電力供給部２７の挿
入孔２７ｘに挿入される。そして、電力供給部２７に端子１１０が挿入された状態の照明
器具用アダプタ１００は、照明装置２０に対して下方から見て時計回りに、ガイド孔２７
ｙに沿って回動される。なお、端子１１０の形状は、受電部２２の形状と同様のＬ字型で
ある。
【００４７】
　これにより、照明器具用アダプタ１００は、照明装置２０に取り付けられる。つまり、
照明器具用アダプタ１００は、照明装置２０と電気的及び機械的に接続される。
【００４８】
　次に、取り付け孔３６０に照明器具用アダプタ１００が入り込むように器具本体３１０
が下方から上方に押し上げられる。このとき、取り付け孔３６０の内周面と、係止部材１
３０の端部の傾斜面とが当接し、係止部材１３０が、付勢力に抗して照明器具用アダプタ
１００の内側に向けて押し込まれる。
【００４９】
　係止部材１３０が取り付け孔３６０を通過すると、取り付け孔３６０の内周面と、係止
部材１３０の端部の傾斜面との当接が解消され、係止部材１３０が付勢力によって外側に
突出する。そうすると、器具本体３１０の取り付け孔３６０の周縁部分が、係止部材１３
０に係止する。
【００５０】
　最後に、照明器具用アダプタ１００のコネクタ挿入口１５０にコネクタ３３０が接続さ
れ、取り付け孔３６０に蓋３４０が装着され、グローブ３５０を装着される。
【００５１】
　［効果等］
　このような照明装置２０においては、既存の照明システム（引掛シーリングボディ２０
０、照明器具用アダプタ１００、及び照明器具３００）の照明機能を維持したままで間接
光照明機能を簡単に追加できる。図４Ａ及び図４Ｂは、照明装置２０の間接光照明機能を
説明するための側面図である。なお、図４Ａは、発光部２５から出射される光を模式的に
図示したものである。
【００５２】
　発光部２５から側方に出射された光は、壁５０において反射される。そして壁からの反
射光、すなわち間接光により室内が照明される。また、電力供給部２７から照明器具３０
０に電力供給が行われるため、照明器具３００は、引掛シーリングボディ２００に直接取
り付けられた場合と同様に発光する。
【００５３】
　このように、照明装置２０によれば、工事または照明器具の交換を行うことなく間接光
照明機能を簡単に追加することができる。また、照明装置２０によれば、引掛シーリング
ボディ２００から供給される電力を照明装置２０と照明器具３００とに分けて柔軟に使用
することができる。
【００５４】
　なお、発光部２５は、側方にのみ光を出射してもよい。ここで、「側方にのみ光を出射
する」とは、上下方向（図４ＡのＺ軸方向）を鉛直方向とした場合に、発光部２５から出
射される光の光軸がいずれも水平面（図４のＸ－Ｙ平面）に平行であることを意味する。
【００５５】
　また、発光部２５は、側方に代えて、または、側方に加えて天井６０に向けて光を出射
してもよく、この場合は、図４Ｂに示されるように天井６０において反射された間接光に
より室内が照明される。
【００５６】
　なお、上記実施の形態１では、電力供給部２７に取り付けられる照明器具３００は、い
わゆるシーリングライトであるが、電力供給部２７には、他の照明器具が取り付けられて
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もよい。図５は、電力供給部２７にペンダント型の照明器具が取り付けられる例を示す図
である。
【００５７】
　図５に示される照明器具３００ａは、ペンダント型の照明器具であって、器具本体３２
５と、金属製の端子３３５（照明器具３００ａの受電部）が設けられた引掛シーリングキ
ャップ３１５とを備える。照明装置２０の電力供給部２７には、引掛シーリングキャップ
３１５の端子３３５が取り付けられる。
【００５８】
　このように、電力供給部２７に取り付けられる照明器具は、どのような態様であっても
よい。
【００５９】
　［変形例１］
　上記実施の形態１では、電力供給部２７は、照明器具が取り付け可能な構造であったが
、照明装置２０以外の機器に電力を供給できるのであれば、どのような構造であってもよ
い。以下、このような変形例に係る照明装置について説明する。図６は、汎用のコンセン
トが設けられた照明装置の下面側から見た外観斜視図である。なお、上面側の外観は、照
明装置２０と同様である。
【００６０】
　図６に示される照明装置２０ａは、筐体２１の下面側に汎用のコンセントである電力供
給部２７ａが設けられており、電力供給部２７ａには、汎用の電源プラグを有する家電機
器等が接続される。
【００６１】
　このように、電力供給部は、他の機器に電力供給が可能であればどのような構造であっ
てもよい。なお、電力供給部に照明器具が取り付けられない場合は、発光部２５により壁
５０などで反射された間接光が主照明として用いられる。
【００６２】
　［変形例２］
　また、上記実施の形態１では、照明装置の形状（外形）は、円柱状であり、照明器具用
アダプタに近い形状であったが、照明装置の形状は、特に限定されるものではなく、どの
ような形状であってもよい。図７は、直方体状の照明装置の下面側から見た外観斜視図で
ある。なお、上面側の外観は、照明装置２０と同様である。
【００６３】
　図７に示される照明装置２０ｂにおいては、筐体２１ｂは、上下方向に平たい直方体状
の筐体であり、下面側には電力供給部２７が設けられている。そして、側面には、発光部
２５ｂが設けられている。
【００６４】
　このように、照明装置の形状は、特に限定されるものではない。
【００６５】
　［変形例３］
　また、上記実施の形態１では、平面視した場合に、照明器具３００よりも照明装置２０
のほうが小さい。しかしながら、照明装置は、照明器具３００よりも大きくてもよい。図
８Ａは、照明器具３００よりも大きい照明装置の上面側から見た外観斜視図である。図８
Ｂは、照明器具３００よりも大きい照明装置の下面側から見た外観斜視図である。
【００６６】
　図８Ａ及び図８Ｂに示される照明装置２０ｃにおいては、筐体２１ｃは、扁平円柱状で
あり、上面視した場合の大きさが照明器具３００よりも大きい。筐体２１ｃの上面側には
受電部２２が設けられており、筐体２１ｃの下面側には電力供給部２７が設けられている
。そして、側面には、発光部２５ｃが設けられている。
【００６７】
　上述の照明装置２０のように筐体２１が小型である場合、電力供給部２７に取り付けら
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れる照明器具の形状及び大きさによっては発光部２５からの光が遮られてしまう場合があ
る。このような場合、照明装置２０ｃのように大型の筐体２１ｃの側面に発光部２５ｃを
設けることで発光部２５ｃからの光を確実に照明器具の外に出射することができる。
【００６８】
　［変形例４］
　上記実施の形態１では、電力供給部には、受電部２２を通じて供給される交流電力が出
力された。しかしながら、電力供給部には、直流電力が出力されてもよい。図９は、直流
電力が出力される電力供給部を備える照明装置の下面側から見た外観斜視図である。図１
０は、直流電力が出力される電力供給部を備える照明装置の機能構成を示すブロック図で
ある。なお、上面側の外観は、照明装置２０と同様である。
【００６９】
　図９に示されるように、照明装置２０ｄは、筐体２１の下面側に直流電力が出力される
電力供給部２７ｄを備える。電力供給部２７ｄは、具体的には、ＵＳＢソケットである。
【００７０】
　図１０に示されるように、電力変換部２４ｄは、受電部２２を通じて供給される交流電
力に変換し、電力供給部２７ｄに出力する。この結果、電力供給部２７ｄに取り付けられ
た機器には、電力変換部２４ｄによる変換後の直流電力が供給される。
【００７１】
　以上のような構成によれば、引掛シーリングボディ２００から供給される電力を、照明
装置２０ｄと、直流電力を用いて動作する機器とに分けて柔軟に使用することができる。
【００７２】
　（実施の形態２）
　上記実施の形態１では、受電部２２は、照明器具に対応した構造の照明用電力供給部で
ある照明用コンセント２１０に取り付けられた。しかしながら、受電部の態様はこのよう
な態様に限定されるものではない。例えば、受電部は、照明用光源の取り付け部（例えば
、照明用光源の口金が取り付けられるソケット）に取り付けられてもよい。
【００７３】
　以下、実施の形態２に係る照明装置について図１１を用いて説明する。図１１は、実施
の形態２に係る照明装置の側面図である。なお、実施の形態２に係る照明装置の機能構成
（ブロック図）については、図２で説明した構成と同様であるため、説明が省略される。
【００７４】
　図１１に示されるように、実施の形態２に係る照明装置１２０は、筐体１２１と、受電
部１２２と、発光部１２５と、電力供給部１２７とを備える。なお、図１１では、照明器
具４５０と、照明器具４５０用の電球形ランプ４００も図示されている。
【００７５】
　筐体１２１は、中空の円柱状の筐体である。筐体１２１の上面側には、受電部１２２が
設けられ、筐体１２１の側面には発光部１２５が設けられ、筐体１２１の下面側には、電
力供給部１２７が設けられる。筐体１２１は、樹脂製の部材であり、照明装置の各構成要
素を収容している。
【００７６】
　受電部１２２は、照明器具４５０のソケット４６０から交流電力の供給を受けるための
、電球形ランプ４００の口金４２２と実質的に同一の形状の口金（口金状の端子）である
。
【００７７】
　受電部１２２がソケット４６０に取り付けられることにより、照明装置１２０は、照明
器具４５０と機械的に接続され、商用電源４０と電気的に接続される。なお、ソケット４
６０は、電球形ランプ４００（照明用光源）に対応した構造の照明用電力供給部の一例で
あり、通常は、電球形ランプ４００が直接取り付けられる。
【００７８】
　発光部１２５は、受電部１２２を通じて供給される、直流電力に変換された電力を用い
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て照明用の光を出射する。発光部１２５は、間接照明用の光を側方の全方向（３６０度）
に光を発する。発光部１２５は、より具体的には、筐体２１の側面の一部分に全周にわた
って設けられた透光性を有する樹脂材料と、当該樹脂材料に向けて光を発する発光素子と
を備える。
【００７９】
　電力供給部１２７は、照明装置１２０とは異なる機器である電球形ランプ４００が取り
付けられる、電球形ランプ４００に受電部１２２を通じて供給される交流電力を供給する
ためのソケット（取り付け構造）である。電力供給部１２７の形状は、ソケット４６０と
実質的に同一の形状である。つまり、電力供給部１２７は、電球形ランプ４００が取り付
け可能な構造である。
【００８０】
　以上のような構成により、電球形ランプ４００に対応した構造のソケット４６０から供
給される電力を照明装置１２０と電球形ランプ４００とに分けて柔軟に使用することがで
きる。
【００８１】
　なお、上記電球形ランプ４００は、照明用光源の一例である。照明装置の受電部は、例
えば、直管形のランプなどの他の照明用光源に対応した構造の照明用電力供給部に取り付
け可能な構造であってもよい。
【００８２】
　また、照明器具から直流電力が供給される場合にも、本発明は適用可能である。つまり
、照明装置の受電部に供給される電力は交流電力に限定されるものではない。
【００８３】
　（その他の実施の形態）
　以上、実施の形態１及び２について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定され
るものではない。
【００８４】
　例えば、上記実施の形態においては、発光部は、間接光用途の光を発する光源として説
明されたが、発光部は、直接光用途の光を発してもよい。また、発光部が光を発する方向
は、側方に限定されない。発光部は、どのような方向に光を発してもよい。
【００８５】
　また、上記実施の形態では、１つの照明装置に対して１つの電力供給部が設けられたが
、１つの照明装置に対して複数の電力供給部が設けられてもよい。また、電力供給部は、
必ずしも筐体の下面側に設けられる必要はなく、例えば、筐体の側面側に設けられてもよ
い。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、発光素子としてＬＥＤが用いられたが、発光素子としては
、半導体レーザ等の半導体発光素子、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｃｅ）または無機ＥＬ等の固体発光素子が用いられてもよい。
【００８７】
　なお、本発明は、これらの実施の形態またはその変形例に限定されるものではない。本
発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態またはその変形
例に施したもの、あるいは異なる実施の形態またはその変形例における構成要素を組み合
わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【００８８】
　例えば、本発明は、照明装置であって、照明器具または照明用光源に対応した構造の照
明用電力供給部から電力の供給を受けるために、照明用電力供給部に取り付けられる受電
部と、当該受電部を通じて供給される電力を用いて照明用の光を照明装置の側方にのみ出
射する発光部とを備える照明装置として実現されてもよい。
【００８９】
　このような照明装置は、工事または照明器具の交換を行うことなく間接光照明機能を簡
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単に追加することができる効果を奏する。
【符号の説明】
【００９０】
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、１２０　照明装置
　２２、１２２　受電部
　２４、２４ｄ　電力変換部
　２５、２５ｂ、２５ｃ、１２５　発光部
　２７、２７ａ、２７ｄ、１２７　電力供給部
　２００　引掛シーリングボディ
　２１０　照明用コンセント（照明用電力供給部）
　３００、３００ａ、４５０　照明器具
　４００　電球形ランプ（照明用光源）
　４６０　ソケット（照明用電力供給部）

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図４Ｂ】
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【図７】

【図８Ａ】
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